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休
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時
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９
時
〜

１６
時

広 報 み よ し（ ） （ ）広 報 み よ し

休
日
・
小
児
時
間
外
診
療

所
の
ご
案
内

富士見 

鶴 瀬 駅 
至池袋 

至三芳町役場 

至川越 

富士見台中 

市役所 

郵便局 
交番 

G.S

鶴
瀬
小 

富士見市健康 
増進センター内 
東入間医師会 
第二休日診療所 

ひとり親家庭児童就学支度金

支給制度のご利用について

対 象　県内在住で平成22年４月に中学

校へ入学する児童を扶養している

ひとり親家庭の父・母及び父母のい

ない上記の該当の児童を養育してい

る方で、市町村民税非課税世帯の方

（生活保護世帯を除く）

※ 市町村民税非課税世帯＝平成21年度

（20年分）の市町村民税において、

申請者及び同居している申請者の扶

養義務者（直系血族と兄弟姉妹）そ

れぞれ全員に対して決定された税額

が０円であった世帯。

※ 配偶者から１年以上遺棄されている

場合や配偶者が障害により長期にわ

たって労働できない場合なども該当

となりますので、窓口でご確認くだ

さい。

※ 平成21年１月１日の居住地が三芳町

以外の場合は、平成21年度の市町村

民税非課税証明書を添付ください。

支度金額　一人につき10,000円

申 込み　12月28日 までに、振込先金

融機関の通帳（申請者名義の普通口

座に限る）を持参の上、こども家庭課

児童福祉係へ申込みください。

　 （申請書は、各学校または担当課に

て配布）

※ なお、受付期限を過ぎますと申請を

受け付けられません。また、申請書

を提出しない方は支給されませんの

でご注意ください。

問い合わせ　こども家庭課

　（内線165）　FAX274 1051

　埼玉県こども安全課

　  048 830 3337

　町では、ひとり親家庭の福祉を増進

するために、低所得のひとり親家庭の

児童が小・中学校へ入学するとき、就

学祝品をさしあげています。

対 象　 ひとり親家庭の父・母または

父母のいない児童を養育している人

　 子が平成22年４月に小・中学校に

入学予定

　 平成21年度町民税非課税世帯の人

（生活保護世帯を除く）

　※平成21年１月１日の居住地が三芳

　町以外の方は、平成21年度市町村民

　税非課税証明書を添付ください。

　 ※上記の ～ の条件にすべて該当

する人

支給品目

　小学校入学児童／文具券（5,000 円）

　中学校入学児童／図書券（5,000 円）

申 込み　平成22年１月29日 までに、

こども家庭課へ申込みください。

問い合わせ　こども家庭課

　（内線165）　FAX274 1051

日時　12月５日 　開場：午後1時、

　開演：午後1時30分～

場所　竹間沢公民館ホール

プログラム　

　○人権作文発表（朗読／表彰）

　○うたと朗読　

　　遠い空の下の故
ふるさと

郷

　　～ハンセン病療養所に生きて～

　　出演　ＮＰＯ現代座

　　　　（木下美智子氏他２名）

　※入場無料、手話通訳あり

問い合わせ　生涯学習課

　（内線514・515）　FAX274 1056

日程（予約不要）

０ 歳児／11月24日 、12月１日 ・４

日 ・11日 ・17日

１ 歳児／11月25日 、12月２日 ・９

日 ・15日 ・18日

２ 歳児／11月20日 ・27日 、12月3

日 ・10日 ・16日

時間　午前10時～11時30分

場所　子育て支援センター

問い合わせ　子育て支援センター

　 258 5106　FAX258 5136

ひとり親家庭児童就学祝品制度

親子交流の場として「子育てサロン」

平成21年度

人権教育実践交流会

日 時　12月７日 ・14日 　午前10時

～11時30分

集 合　午前10時30分までに、藤久保児 

童館に集合

対象　０～５歳位までの子どもと親

問い合わせ　子育て支援センター

　 258 5106　FAX258 5136

わくわくタイム

期日　12月４日

受付時間　午前９時15分～10時

場所　保健センター

対象者　０歳～就学前

持参する物　母子健康手帳・筆記用具

問い合わせ　保健センター

　 258 1236　FAX258 5994

育児相談

　

よ
く
あ
る
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に
お
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手
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し
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ク
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ー
」
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話
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平
成
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11
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日
を
も
ち
ま
し
て
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て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
携

帯
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話
サ
イ
ト
を
含
む
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の
タ
ッ

ク
ス
ア
ン
サ
ー
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、
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き
続
き
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努
め
て
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い
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。
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ま
た
、
税
に
関
す
る
一
般
的
な
ご

相
談
は
、
お
近
く
の
税
務
署
に
お
電

話
い
た
だ
き
、
音
声
案
内
に
従
っ
て

「
１
番
」
を
選
択
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
、
国
税
局
の
「
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
」
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

関
東
財
務
局
で
は
、
無
料
の
多
重

債
務
者
向
け
相
談
窓
口
を
常
設
し
て

い
ま
す
。
秘
密
厳
守
で
専
門
相
談
員

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
一
人
で
悩
ま

ず
、
ま
ず
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。
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５
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埼
玉
県
で
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人
権
・
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和
問
題
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正
し
い
理
解
と
そ
の
早
期
解
決
を

図
る
た
め
、
「
県
民
の
集
い
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を
開

催
し
ま
す
。
多
く
の
皆
様
の
ご
来
場

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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９
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３
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５
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２
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台
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発
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／
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／
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０
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（
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も
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加
で
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す
。
（
無
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解
雇
、
配
置
転
換
、
労
働
条
件
の

引
下
げ
、
い
じ
め
等
に
よ
る
職
場
で

の
ト
ラ
ブ
ル
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

ト
ラ
ブ
ル
の
防
止
、
迅
速
な
解
決

を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
埼
玉

労
働
局
で
は
、
次
の
制
度
を
用
意
し

て
、
無
料
で
個
別
労
働
紛
争
の
解
決

援
助
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
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相
談
コ
ー
ナ
ー
で
の
情
報
提
供
・

相
談

○
労
働
局
長
に
よ
る
助
言

○ 

紛
争
調
整
委
員
会
に
よ
る
あ
っ
せ

ん
（
紛
争
当
事
者
間
の
調
整
）

※
こ
れ
ら
の
制
度
を
、
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
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埼
玉
県
の
最
低
賃
金
は
、
県
内
す

べ
て
の
労
働
者
と
そ
の
使
用
者
に
適

用
さ
れ
ま
す
。
こ
の
金
額
は
、
賃
金

や
物
価
等
の
動
向
に
よ
り
決
定
さ
れ

る
も
の
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
の
労

働
条
件
の
改
善
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
す
。

　

本
年
は
、
10
月
17
日
に
改
正
さ
れ
、

改
正
後
の
埼
玉
県
最
低
賃
金
額
は
、

時
間
額
７
３
５
円
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
特
定
の
産
業
に
つ
い
て
は
別

途
産
業
別
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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局
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寄
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容
器
が
老
朽
化
し
、
腐
食
が
進
ん

で
い
る
消
火
器
は
、
危
険
で
す
の
で

絶
対
に
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

日
頃
か
ら
消
火
器
の
外
形
に
さ
び

や
変
形
が
な
い
か
確
認
し
、
湿
気
の

少
な
い
適
切
な
場
所
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

　

不
要
に
な
っ
た
消
火
器
は
、
放

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

職
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
、
労
働
局

が
解
決
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金

〜
埼
玉
県
最
低
賃
金
の
改
正
〜

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
／
古

く
な
っ
た
消
火
器
に
ご
注
意
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▽
ゆ
ず
り
ま
す
／
ソ
フ
ァ
ー
５
点
セ

ッ
ト
／
自
転
車
の
子
供
用
補
助
イ
ス

（
ハ
ン
ド
ル
付
）
／
イ
ン
ク
カ
ー
ト

リ
ッ
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（
ブ
ラ
ザ
ー
）
Ｌ
Ｃ
11
イ
ン

ク
４
色
／
本
棚
（
二
重
ス
ラ
イ
ド
書

架
と
三
重
ス
ラ
イ
ド
書
架
）

▽
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
／
冷
蔵
庫

（
２
人
用
）
／
全
自
動
洗
濯
機
／
女

の
子
用
自
転
車
（
12
〜
18
イ
ン
チ
）

／
シ
ー
リ
ン
グ
ラ
イ
ト
／
物
置

▽
連
絡
先
／
自
治
環
境
課
（
内
線
262
）

射
・
解
体
等
の
破
棄
処
理
を
自
ら
行

わ
ず
、
回
収
を
行
っ
て
い
る
防
災
業

者
等
に
破
棄
処
理
（
有
料
）
を
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
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部
地
区
消
防

　

組
合
消
防
本
部
予
防
課

　

２
６
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あなたから
あなたへ

　

係
か
ら

■
「
ア
ン
テ
ナ
」
へ
の
投
稿
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
電
話
か
ハ
ガ
キ
で
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
営
利
を

目
的
と
し
た
も
の
は
、
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

▽ 

連
絡
先
／
三
芳
町
役
場
秘
書
広

報
室
秘
書
広
報
係　

２
５
８

０
０
１
９
（
内
線
311
〜
313
）
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５
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Ｅ
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●女性相談 ●内職相談 ●消費生活相談 ●教育相談

毎月第2・第4金曜（祝日を除
く）午前11時～午後3時30分

毎週水曜（年末年始・祝祭日
を除く）午前10時～午後4時

毎週火・金曜（年末年始・祝祭
日を除く）午前10時～午後4時

毎週月曜～金曜（祝日を除く）
午前9時30分～午後4時30分

と　き

役場１階住民相談室
（予約制）

役場2階産業振興課隣
内職相談室

役場2階産業振興課隣
消費生活相談室

総合体育館 4階教育相談室
電話相談は 274-1023（直通）

ところ

専門の心理カウンセラー 専任の内職相談員 専任の消費生活相談員 常任相談員 相談員

総務課人権推進係
（内線404・405）

産業振興課商工労政係
（内線 214）

産業振興課商工労政係
（内線 214）

教育委員会学校教育課指導係
（内線 522）

連絡先

●子育て相談 ●住民相談 ●成人健康相談 ●外国人生活相談

と　き
月～金曜　随時受付 毎月第1・第3木曜（祝日の

場合翌週）午後1時～5時
不定（電話申し込み時に、
相談の上決定）

毎週火曜日 午前10時～午後１時
毎週木曜日 午後１時～４時各保育所・子育て支援センター

ところ 各保育所所長・専任の相談員 役場1階住民相談室
 （予約制）

保健センター
ふじみの国際交流センター
電話相談は 269ｰ6450（直通）

第1保育所　　　　　 258-0512

第2保育所　　　　　 258-6858

第3保育所　　　　　 258-9961

子育て支援センター　 258-5106

相談員
弁護士、人権擁護委員、
行政相談委員、県民相談員

管理栄養士、保健師 専門の相談員

連絡先
総務課人権推進係
（内線404・405）

保健センター
（ 258-1236）

総務課人権推進係
（内線404・405）

川越街道 

東入間警察 

亀久保小 

鶴瀬駅 

三芳町役場 

ふじみ野駅 

至
池
袋 

至
川
越 

亀久保小入口 

大井サティ 

休日・小児時間外診療所


